
 

船舶インシデント調査報告書 

令和４年１０月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 令和３年１１月８日 １５時２８分ごろ 

発生場所 長崎県西海
さいかい

市 橘
たちばな

島南西方沖の浅所（大村湾） 

 針
はり

尾
お

港北防波堤灯台から真方位１９４°２.５海里付近 

 （概位 北緯３３°００.７′ 東経１２９°４５.４′） 

インシデントの概要  プレジャーボート恵比須
え び す

丸は、航行中、浅所に座洲した。 

インシデント調査の経過 令和３年１１月１５日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 恵比須丸、２.９９トン 

 ２９２－４５０４１長崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東、風速 約３.３m/s（最大瞬間風速 約

９.４m/s）、視程 約５０ｍ 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 西海市（江島・平島を除く）には、令和３年１１月７日１５時４６

分に強風注意報が発表され、本インシデント時も継続中であった。 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、 筏
いかだ

の設置作業で使用している

浮子
う き

が流されたため、同浮子を回収する目的で、橘島南西方沖を低速

力で南進した。 

 船長は、前方に流された２個の浮子と思われるものを認め、南進を

続けていたところ、風雨が急に強くなって視界が悪化した。 

視程が約５０ｍの状況下、船長は、本船が橘島南西方沖の浅所（以

下「本件浅所」という。）に向かって航行していることに気付かずに

航行を続け、本件浅所に座洲した。 

船長は、主機のクラッチを前後進に切り替えて本件浅所からの離礁

を試みたものの、離礁することができなかったので、親族に救助を要

請した。 

本船は、後日、船長の知人等の協力により本件浅所から引き出され

た。 

船長は、早く浮子を回収しようと気象情報を入手せずに出港した。 

分析 本船は、強風注意報が発表されている状況下、流された浮子を回収

する目的で南進中、雨により視程が約５０ｍに制限されたが、船長が

早く浮子を回収しようと航行を続けたことから、視界不良で本件浅所

に向かう針路で航行していることに気付かず、本件浅所に座洲したも



 

のと考えられる。 

原因  本インシデントは、強風注意報が発表されている状況下、本船が、

流された浮子を回収する目的で南進中、雨により視程が約５０ｍに制

限されたが、船長が早く浮子を回収しようと航行を続けたため、視界

不良で本件浅所に向かう針路で航行していることに気付かず、本件浅

所に座洲したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界が制限され、レーダーやＧＰＳプロッター等の船位を確認す

る航海計器が使用できない場合は、漂泊して天候の回復を待つ

か、他船による伴走等を依頼すること。 

 ・船長は、出港する際、気象情報を入手し、自船の堪航性を考慮し

て出航の可否を判断すること。 

 


